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～育成医療の手続きについて～

●育成医療（自立支援医療）とは?
18歳未満で身体に障害のある児童や、又は現存する疾患をそのまま放置すると、将来障害を残すとみられる児童で、手術等を行うことにより確実な治療効果が期待できる場合に、その医療費を公費で負担する制度です。

　給付の対象となる疾患の障害区分は次の通りです。
（１）　肢体不自由
（２）　視覚障害
（３）　聴覚、平衡機能の障害
（４）　音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害（唇顎口蓋裂に伴う歯科矯正を含む）
（５）　心臓機能障害、呼吸器、ぼうこう、直腸又はによるもの
（６）　腎臓機能障害先天性の内臓の機能の障害によるもの
（７）　小腸機能障害によるもの
（８）　肝臓機能障害
（９）　その他の内臓障害（５～８に掲げたものを除く）
（１０）免疫機能障害
●育成医療（自立支援医療）を受けるには…
　申請には以下の書類が必要です。（※①、②、③は窓口にあります。）

①『自立支援医療費（育成）申請書』…保護者の方が記入してください。
②『　　　　　〃　　　　　意見書』…医療機関にて記入してもらってください。

③『収入申告書』…保護者の分
④『健康保険の内容が分かる資格確認書または資格情報のお知らせ（写し可）』…受診者の分
※　⑤、⑥については、該当する方のみお持ちください

⑤『年金証書、決定通知書、通帳の写し』…市民税非課税世帯の方で、障害年金、遺族年金、特別児童扶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手当など非課税収入がある場合のみ、その金額が分かるもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が必要です（年金証書、決定通知書、通帳の写しなど）

⑥『生活保護診療依頼証』…生活保護世帯の方

●育成医療（自立支援医療）の自己負担について￥
自己負担については、原則医療費の１割負担となります。

ただし、世帯の市民税額等に応じてひと月あたりの負担上限額（裏面参照）を設定しますので、その自己負担額を超えた医療費についてはお支払いになる必要はありません。

また、入院時の食費（標準負担相当）については原則自己負担となります。
●申請の結果とその後について

結果については、申請より約１～２週間後に郵送いたします。

医療機関を受診される場合は、郵送時同封の自立支援医療受給者証（育成医療）を提示してください。
· 育成医療（自立支援医療）の自己負担上限額（ひと月あたりの上限額）

・一定所得以下（市民税非課税）については世帯の収入によって自己負担上限額が異なります。（生活保護世帯の
　場合、自己負担はありません。）
・一定所得以上（市民税の所得割が23万5千円以上）の方については、公費負担の対象外となります。ただし「重度かつ
　継続」に該当する場合は対象となります。
　＜「重度かつ継続」の対象範囲＞

 ・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、に該当する場合
 ・医療保険の高額療養費で多数該当の方（４回以上）

●住所･氏名･保険証の内容に変更があった場合

　受診者並びに保護者の住所･氏名、保険証の記号及び番号･保険者名・受診者と同一の加入者に変更があった場合、届出が必要になります。
　①印鑑、②変更後の保険証を持って、障害福祉課へお越しください。
○育成医療用補装具給付を受けるには…

　育成医療受給者証の交付を受けている児童が、指定育成医療機関において、医療用の補装具（医療用以外の補装具は対処外）を装着する場合に、その費用（健康保険等被保険者負担分）を給付します。装着前までに申請が必要です。

申請には以下の書類が必要です。（※①、②は窓口にあります。）
①『育成医療用補装具給付申請書』…保護者の方が記入をしてください。

※医師意見書を兼ねていますので、一部を医療機関にて記入をしてもらってください。

②『家族療養費（治療用補装具）支給額証明書』…加入医療保険者に証明をしてもらってください。

③『見積り書』…写しでも構いません
④『領収書』
⑤『印かん』
⑥『育成医療用補装具給付請求書』… 給付額が決定した後に提出していただきます。
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育成医療の経過措置
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